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軽自動車タクシー導入  
電  話 ０９２－４７４－８３４０ 2026 年６月８日 10:00 

軽自動車タクシー導入のお知らせ 

福岡県タクシー協会会員のタクシー会社にて、令和８年６月より、軽自動車タクシーが導

入されます。 

地方部におけるタクシー運転手を確保するため、小回りが利き、女性にも運転しやすい

サイズの安全・安心な車両で、地域の皆さまの外出をサポートします。 

これまでは、九州運輸局長公示におけるタクシー運賃区分公示にて軽自動車でのタクシ

ー車両は電気自動車のみとされていましたが、今般の改正に伴い、以下の営業区域の申

出を行いました。 

福岡県タクシー協会では、導入当初における混乱防止に向けて、別添のリーフレット等に

て利用者への説明に努めて参ります。 

運行につきましては、各社において導入を判断いたしますので、福岡県タクシー協会へ

お問合せください。 

＊申出を行った営業区域 ： 北九州交通圏、福岡交通圏、久留米市、小郡市、三井郡 

                                       朝倉市、八女市、八女郡 
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■ ご利用シーン 
• 通院・買い物などの近距離移動 
• 雨の日や荷物が多いとき 
• 高齢者の外出サポート 
• 子どもの送迎や急な用事にも 

  



タクシー事業の営業区域は運輸局⾧が定める営業区域とされており、

交通圏又は原則として市・群を単位とされています。

今回、申出を行った交通圏は以下のとおりとなります。

なお、交通圏が設定されていない地域は、市・町単位での申出となります。

北九州交通圏（オレンジ）：北九州市、中間市、遠賀郡

福岡交通圏（ミドリ）：福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、

那珂川市、糟屋郡

筑後地区では、交通圏が設定されていないため、行政区単位での申出となっています。

久留米市、小郡市、三井郡、朝倉市、八女市、八女郡

なお、運行の開始は導入事業者にて判断しますので、申出地区で一斉に開始されるものではありま

せん。



地域の皆さまの移動を、もっと便利に。
福岡県タクシー協会の会員にて、
軽自動車タクシーが導入されます。

■地域の移動を支えます
地方部における運転手を確保するため
小回りが利き、女性にも運転しやすい
サイズで安心。
地域の皆さまの外出をサポートします。

■ご利用シーン
•通院・買い物などの近距離移動
•雨の日や荷物が多いとき
•高齢者の外出サポート
•子どもの送迎や急な用事にも

対車両自動ブレーキ
ペダル踏み間違い時
加速抑制装置

対車両低速自動ブレーキ
ペダル踏み間違い時
加速抑制装置

対車両・対歩行者自動ブレーキ
ペダル踏み間違い時
加速抑制装置
車線逸脱警報・車線維持支援
システム先進ライトシステム

■運賃について
タクシー運賃の原価における
車両償却費は1.8％で
人件費は73.2％です。
そのため、軽自動車タクシー
は、普通車区分の運賃での
運行となります。

■運行エリア
エリアにおける、運転手確保と提供車両の状況により、

会員事業者にて導入を判断します。
当面の導入予定は、〇〇地区・△△エリアを中心に予約にて運行
（地域の実情に合わせて調整）

■お問い合わせ

一般社団法人福岡県タクシー協会
〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-1 
TEL：092-474-8340

サポカーS
べーシック以上

〇〇タクシー協会（所属地区協会を記載）
〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-1 TEL：092-474-8340

〇〇タクシー 株式会社（運行会社を記載）
〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-1 TEL：092-474-8340

予約時に、軽自動車タクシーの配車を説明

ベーシック

ベーシック＋

ワイド

ドライブレコーダー（前方及び車内）


